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2,662 世帯

人口 5,087

男： 2,482 人

令和5年10月30日 ～ 令和5年11月12日

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

30 (月)

31 (火)

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日 町駅伝大会 午後 県道 教育委員会

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金 小中高音楽発表会 13：30～15：20 砂美地来館 町教委・音楽部会

11 土

12 日

『奄美群島内へ移住された方へ』 

アンケート調査ご協力のお願い 

【目的】 

奄美群島全体で取り組むべき課題を把握し、今後の移住施策を進める

うえで参考にしたいため、本アンケートを実施いたします。 

なお、ご回答いただいた方の中から、抽選で１０名様に奄美群島の特

産品をプレゼントいたします。 

【対象者】 

平成 25 年度以降に奄美群島内に住所を移された方 

（結婚や介護等を含む） 

【回答期間】 

広報誌（週報）掲載月から令和 5 年 11 月 30 日（木）まで  

【回答方法】 

 QR コードの Google フォームより 

ご回答下さい。 

【お問い合わせ】 

奄美群島広域事務組合 奄美振興課 観光・物産係まで 

電話 0997-52-6032 E メール：uio@amami.or.jp 

Google フォーム 

≪屋外広告物を表示・設置する際は、原則許可が必要です≫ 

鹿児島県屋外広告物条例などにより、町内において屋外広告物を表示・設置し

ようとする場合は、一部の広告物を除き、あらかじめ本町に申請書を提出し、許

可を受けなければなりません。景観や町民に対する危害を防止するため屋外広

告物の適正な表示にご協力お願いします。 

 

詳細はこちら（与論町ホームページ）→ 

 

                  お問合せ先：建設課 97-4928 

編集・発行 総務企画課
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（令和5年9月30日現在）

世帯数

.

『11月は「文化芸術に親しむ月間」です。』 



水 道 課 からのお知 らせ  
 

1 .水 道 メーター検 針 について  
 

✱検針期間は毎月１日から 7日までとなっております。 

✱各ご家庭の水道メーター周りが、物で塞がっている、草木が生茂り検針出来 
ない、飼い犬等がつながれており、メーター検針に支障をきたしているところ 
があります。 
また、木が生茂っていると水道パイプに木の根が巻き付き漏水の原因にもな 
ります。 

✱常に水道メーターの検針しやすい環境づくりにご協力お願い致します。 

 

2 .漏 水 について                  水 道 メーター  

 

✱自分でできる漏水の確認方法           回転板 

１、蛇口を全部閉める。               （パイロット） 

2、回転板（パイロット）が回っていると漏水です。 

3、与論町指定工事店に連絡されて早く修理して下さい。                   

※修理費は需要者の負担になります。  

 

✱与論町指定工事店へ （順不同） 

菊池水道 97-2182  ・ 瀧久建設 97-3720  ・  ﾖｼﾀﾞ管工業  97-4351 

吉田設備 97-4984  ・ 田畑設備 97-3530  ・  原 建設    97-4860 

浦口建設 97-4749  ・ 吉田興建 97-2078   

 

3 .茶 花 地 区 農 業 集 落 排 水 施 設 利 用 について  
 
最近、排水施設へタオル・ビニール袋・ロープ・下着類・雑巾・油等が流れて          

汚水管が詰まったり、ポンプが動かなくなっております。 

 

下記の注意を守らなければ、排水処理施設の運転に多大な支障をきたすことになりま

すので、皆様のご協力をお願いします。 

排水設備使用上の注意 （厳重） 

✱ 雨水を汚水
お す い

桝
ます

に流さない。汚水
お す い

桝
ます

の蓋をちゃんと閉める（木の葉等の流入がある） 

✱ 台所や風呂場、洗面所の目皿に詰まったものは、取り出して処分する。 

✱ トラップ桝
ます

は、定期的に掃除する。 

 

以上の件について、町民の皆様のご理解・ご協力をお願い致します。 
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令和５年度園芸施設整備支援事業の２次募集を募集します。 
申請を希望される方は役場産業課へお越しの上、申し込みいただきますよう 

お願い致します。※申し込みいただいたものが全て採択されるわけではありません。 
応募多数の場合、予算の範囲において新規利用者や認定農業者、新規就農者を優先し

調整させていただく場合があります。 
詳しくは役場産業課までお問い合わせください。 

 
 
□申込受付 随時（予算満了次第終了とします。） 
 
 
□必要書類 
 
見積書、申請書類一式（産業課にあります。） 

 
 
□事業内容 
以下の対象施設整備における費用の助成を行う。 
 
 

≪対象施設・対象経費≫ 
〔営農用施設〕 
・「ビニールハウス」及び「平張施設」、「冷蔵施設」等の園芸施設の資材代及び運賃 
・施設の工事代等は助成対象になりません。 
・ビニールハウス及び平張施設においては、導入施設の面積が 100 ㎡以上でなければ
対象になりません。 
 
 
≪補助率等≫ 
・事業費については、15 万円以上を対象とし対象経費の１／３以内で助成します。 
（ただし、補助金の上限は３０万円） 
 
 
≪対象作物≫ 
「インゲン、ニガウリ、ソリダゴ、キク、トルコギキョウ、ユリ、マンゴー、アテモヤ等」 

・上記以外の品目でも販売目的に生産する場合は対象としますが、 
申し込みが多い場合は上記品目を優先させていただきます。 

 

 

  【お申し込み・お問い合わせ先】 

役場産業課 97-4924（担当：叶） 

 ➌

九重部屋による相撲教室が本町初開催されます。実技はもちろんのこと日本相撲連盟の

講師の方による講義もあり昼食込みと盛りだくさんの内容となっております。相撲を経験

したことのない児童・生徒も大歓迎！参加費は無料、実技では見学も可能です。 

（参加申し込み締め切り 10/26） 

 

日時：10月 28日（土）9時集合 

 

場所：中央公民館 

（講義終了後に与論町バスにて琴平へ移動） 

 

持ち物：水筒・タオル・筆記用具 

（動きやすい服装でお越しください） 

 

対象：小 3～中学生男女児童生徒 

 

 

大山親方               千代ノ皇                千代の勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

元 千代鳳。                   本町出身。                   沖縄県うるま市出身。 

鹿児島県志布志市出身。         身長 178cm体重 150kg。        身長 177cm体重 129kg。 

身長 178cm体重 173kg。       得意手は右四つ・寄り。           1994年生まれ 29歳。 

現在は年寄・13代大山。         1991年生まれ 32歳。 

1992年生まれ 31歳。 

 申込み・お問い合わせ 

与論町教育委員会 生涯学習課 担当 朝岡 TEL 97-2441 



 ❹

墓地条例の主な内容 

 

条例、規則の条文は、与論町公式ホームページに掲載していますので、ご確

認ください。 

 

（使用許可、使用料） 

〇新たに墓地を使用（取得）しようとする者は、町長の許可が必要となります。

使用料（永代使用料）は、１区画 50,000 円となります。 

（転貸等の禁止） 

〇使用者は、使用権の承継を除き、墓地を他の者に貸したり、使用権を他の者

に譲渡してはいけません。 

（使用権の承継） 

〇使用権は、使用者が死亡した場合その他必要があると認められる場合は、当

該使用者に代わって祭しを主宰する者が、町長の許可を得て承継することが

できます。 

（届出） 

〇使用者は、氏名又は住所に変更があったとき、墓地を使用する必要がなくな

ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければなりません。 

（使用権の消滅） 

〇墳墓地に係る使用権は、使用者が死亡し、又は使用者の所在が不明となった

後 10 年を経過し、かつ、承継者がいないときは、消滅します。 

（使用場所の返還） 

〇使用者は、墓地を使用する必要がなくなったとき、使用権が消滅したとき、

使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、町長

に返還しなければなりません。 

 （指定管理者の指定） 

〇墓地の管理に関する業務は、町長が指定するものに、これを行わせることが

できます。 

 （経過措置） 

〇この条例の施行の際、現に墓地を使用している者は、この条例の規定により

墓地の使用許可を受けたものとみなします。 

 

（担当課：与論町役場 町民生活課 TEL:0997-97-4930） 

与論町墓地条例の適用墓地の追加について（お知らせ） 

 

令和５年４月１日から与論町墓地条例（令和 5 年条例第 13 号）が施行され、

茶花墓地、東前浜墓地、船倉墓地、東・西黒花墓地の５箇所の町有墓地に墓地

条例が適用されておりますが、令和 5 年 9 月 28 日から下記の墓地（町有地部

分）についても墓地条例を適用することとなりましたのでお知らせします。 

記 

＜追加された墓地＞ 

１ ハキビナ墓地の一部（町有地部分） 

与論町大字立長字長泊 1633 番 1 

与論町大字立長字宮利 2556 番 4，2558 番 7，2558 番 8，2558 番 9 

 

（ハキビナ墓地概略図） 

 

海（防波堤） 

                                       

 

 

２ 城墓地の一部（町有地部分） 

 与論町大字立長字大水 3770 番 

 与論町大字立長字辺後地 3286 番 8，3286 番 9，3286 番 10 

（城墓地概略図） 

※その他の墓地（ハキビナ墓地（残り部分）、城墓地（残り部分）、西前浜

墓地（全部）、中金久墓地（全部）、寺崎墓地（全部）、宇勝墓地（全部）

等）については、墓地の与論町への移転登記が完了次第、墓地条例を適用

していきます。 

西 東 



➎

奄美大島年金事務所の職員による年金相談会のお知らせ

年金相談にお越しの際は、マイナンバー、年金手帳（基礎年金番号通知書）、年金証書、振込
通知書などの他、相談者本人であることを確認できるものをご持参のうえ、予約時間までにお
越しください。

※代理の方がご相談に来られる際には、委任状と来られる方の身分証明（運転免許証など顔
写真があるもの）が必要となります。
ご都合により来庁できない場合は、事前にご連絡をお願いします。

「年金が払えない」、「年金がもらえるか不安･･･」、「年金額は増やせるのか」、「障害年金を請求した
い」等、国民年金に関するご相談がありましたら、是非この機会にご利用下さい！

日時 令和 5年 11月 8日（水） 13：30～17：15
令和 5年 11月 9日（木） 8：45～10：15

予約が必要です！

【お問い合せ】

町民生活課 国民年金係 光 ℡：0997-97-4930

予約はこちらにお電話下さい

１名あたり最長で45分間です！

相談内容も伝えて下さい

　環境課で花の苗を準備しております。

　町内各種団体等で花の苗を希望する団体は、

下記の通り配布致しますので、受取に来て

下さいますよう、お願い致します。

　苗の提供は、無くなり次第終了させて頂きます。

：環境課育苗ハウス

 （場所は右図を参照）

：10月30日（月）～11月2日(木)

 （土日祝日除く平日のみ）

：午前9時から午前12時まで

：金盞花

：ハンドスコップ、苗トレー等

問い合わせ先 ： 環境課　０９９７－９７－４７１２

　苗の種類

花を植えて潤いのある町づくりを！

場所

期間

時間

必要物


